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はじめに 

 

第 8期中野区健康福祉審議会では、諮問内容のうち、障害福祉計画・障害児福祉計画

の策定及び障害者の社会参加を支えるための方策について、より専門的な審議を行うた

めの専門部会として、障害部会を設置し、検討を行った。 

障害部会に対する付託事項は、 

○障害のある人が安心して自立生活ができる地域社会のあり方について（中野区障

害者計画に盛り込むべき基本的な考え方） 

○第 5期中野区障害福祉計画・第 1期中野区障害児福祉計画の策定における留意す

べき事項 

 である。 

 

本報告書は、平成 29年 4月から 8月までの期間に第 8期中野区健康福祉審議会、障

害部会において審議した内容を、報告書としてまとめたものである。 

 

第１章 中野区における障害福祉の推進に向けて 

 

１ 障害者（児）施策をめぐる国等の動向 

平成 18年 12月に国連総会で「障害者の権利に関する条約」（以下、障害者権利条約

という。）が採択された。障害者権利条約は、障害者の人権や基本的自由の享有を確保

し、障害者の固有の尊厳を促進することを目的として、障害者の権利を実現するための

措置について規定している。 

平成 23年の「障害者基本法」の改正では、全ての国民が障害の有無により分け隔て

られることなく、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現が盛り込まれた。また、

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」や「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律」（以下、障害者差別解消法という。）の成立など、

国内法の充実が図られたことにより、平成 26年１月 20日に日本は障害者権利条約を締

結した。 

平成 28年 4月に施行された障害者差別解消法では、全ての国民が障害の有無によっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

に向け、国・地方自治体には、障害を理由とする不当な差別的取り扱い*64の禁止と障害

者への合理的配慮が義務化され、民間事業者には、障害を理由とする不当な差別的取り

扱いの禁止が義務化、障害者への合理的配慮が努力義務となった。 

 また、これと同時に、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職

場で働くにあたっての支援を改善するため、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一

部を改正する法律」（以下、改正障害者雇用促進法という。）が施行された。障害者に

対する合理的配慮の提供義務、苦情処理・紛争解決援助などが定められた他、平成 30
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年 4月から法定雇用率*67の算定基礎の対象に精神障害者を加え、法定雇用率を引き上げ

ることとされている。 

平成 28年 5月に施行された「成年後見制度*40の利用の促進に関する法律」では、成

年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとされた。 

 平成 30年 4月に施行される「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」（以下、「障害者総合支援法」という。）の改正では、障害のある方が自ら

望む地域生活を営むことができるよう「自立生活援助」「就労定着支援」といったサー

ビスを新設し、生活と就労に対する支援の一層の充実を図ることとされている。 

 障害児支援の関連施策としては、平成 23年 7月に障害者基本法の一部を改正する法

律が成立し、障害児への療育及び支援施策を講じることが初めて明記された。 

 平成 24年 4月には児童福祉法改正により、障害児支援の強化を図るため、従来の障

害種別で分かれていた施設体系について、通所・入所の利用形態の別により一元化され

た。障害児通所支援*38の実施主体が区市町村に一本化され、身近な地域を基本とした支

援体制が推進された。 

 同年 8月には子ども・子育て支援関連 3法が成立し、子ども・子育て支援に必要な給

付や支援を行い、全ての子どもが健やかに成長することを目的とし、障害児への配慮や

受け入れを促進するための支援の強化等障害児支援の充実が図られた。 

 平成 30年 4月に施行される障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律

において、障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体に

おいて障害児福祉計画を策定するものとされた。 
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２ 中野区健康福祉審議会障害部会における審議の概要 

 国は、第 5期障害福祉計画・第 1期障害児福祉計画の策定にあたり、障害福祉サービ

ス等のサービス量及び成果目標に係る調査、分析、評価を行い、必要な措置を図ること

等を基本指針として示している。 

 国の基本指針により示された基本理念は次の 5点である。 

○障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

○市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サ

ービスの実施等 

○入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応

したサービス提供体制の整備 

○地域共生社会*44の実現に向けた取り組み 

○障害児の健やかな育成のための発達支援 

 

 また、国の基本指針により示された重点的な成果目標は次の項目があげられる。 

○福祉施設の入所者の地域生活への移行 

○精神障害にも対応した地域包括ケアシステム*47の構築 

○地域生活支援拠点*45等の整備 

○福祉施設から一般就労への移行等 

○障害児支援の提供体制の整備等  

 

 第 8期健康福祉審議会障害部会では、中野区障害福祉計画等の作成にあたり、国の基

本指針などを考慮し、主に次の 5点を中心に審議を行うこととした。 

○障害者の権利擁護について 

○地域生活の継続の支援について 

○入所等からの地域移行*43について 

○障害者の就労支援について 

○障害児支援について 
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３ 障害部会における審議内容 

 

 日 時 議 題 

第
１
回 

4月 14日（金） 

19時～21時 

■部会長・副部会長の選出 

■付託事項の確認 

第
２
回 

4月 28日（金） 

19時～21時 

■健康福祉総合推進計画について 

■中野区における障害福祉の現状と課題について 

■中野区における障害児支援の現状と課題について 

■平成 29年度障害福祉サービス意向調査について 

第
３
回 

5月 12日（金） 

19時～21時 

■中野区地域包括ケアシステム推進プランの概要 

■中野区における障害者就労支援について 

■中野区における権利擁護について 

第
４
回 

6月 9日（金） 

19時～21時 
■障害児支援の提供体制の整備 

第
５
回 

7月 14日(金) 

19時～21時 

■地域生活の継続の支援について 

■入所等からの地域移行ついて 

第
６
回 

8月 22日(水) 

19時～21時 

■障害福祉サービス意向調査速報について 

■障害福祉計画等に対する中野区障害者自立支援協議会 

の意見について 

■障害部会報告書（案）について 
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 障害者施策  

第２章 障害者の権利擁護 

 

障害の有無によって分け隔てることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会

への参加を制約している社会的障壁*27を取り除き、また、権利擁護が必要な人が安心し

て制度を利用できる体制を構築することが求められる。 

 

１ 障害を理由とする差別の解消の推進 

 

 障害者差別解消法が施行され、国及び地方公共団体は様々な取り組みを進めていると

ころであるが、東京都福祉保健局が平成 28年 10月に実施した「都民の生活実態と意識」

における調査では、障害者差別解消法について、同法において不当な差別的取り扱いを

禁止していることを「知っている」人の割合は 47.2%、合理的配慮を提供するよう努めな

ければならないことを「知っている」人の割合は 38.2%という結果に留まり、社会全体の

認知度は決して高いとは言い難い状況である。 

障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止について、区民の関心と理解を深める

と共に、必要かつ合理的な配慮の提供について、具体的な場面や状況に応じて柔軟に対

応していくことが重要である。 

 

⑴ 区の取り組みについての点検・評価 

  第三者機関（中野区障害者差別解消審議会*55）による点検・評価を通じて、区が実

施した障害者差別解消に関する取り組みについて、公正性の確保と改善を図ってい

くことが重要である。 

 

⑵ 合理的配慮の提供推進 

区役所窓口における合理的配慮の提供について、事例を収集・共有することを通

して、さらなる合理的配慮の提供に努める必要がある。 

 

⑶ 障害を理由とする差別の解消についての理解啓発 

   障害を理由とする差別の解消を推進するため、区民や事業者対象の啓発活動を積

極的に実施していく必要がある。 

 

２ 障害者に対する虐待防止の推進 

 

障害者に対する虐待防止を推進していくためには、虐待防止に関する高い意識を持ち、

障害者や養護者の支援にあたると共に、虐待の早期発見や通報に努めることが重要であ

る。また、虐待を受けた障害者等の保護及び自立の支援を図るため、一時保護のための
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居室を確保していくことも重要である。 

 

⑴ 障害者虐待防止体制の強化 

障害者の虐待を未然に防止するため、訪問による相談支援の機会等を活用して、

虐待の早期発見や予防に取り組むことが重要である。 

また、障害福祉サービス事業所等に対し、虐待防止研修への参加を促すと共に、

障害者虐待に関する事例の共有・分析などを通して、障害者虐待防止体制の強化を

図る必要がある。 

 

⑵ 緊急一時保護先の確保 

被虐待者の緊急一時保護先として居室を確保する施設は、主に知的障害者を対象

にしているため、身体障害者及び精神障害者が虐待を受け一時保護が必要になった

場合の保護施設を確保することが困難である。一時保護のために必要な居室の確保

のために地域生活支援拠点等の活用を検討し、整備を進める必要がある。 

 

 ⑶ 障害者虐待防止についての理解啓発 

障害者に対する虐待防止を推進するため、区民や養護者に対して啓発活動を積極

的に実施していく必要がある。 

 

３ 成年後見制度の利用促進 

 

知的障害、精神障害などがあることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人た

ちを社会全体で支え合うことが、共生社会の実現のためには必要である。しかし、成年

後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるにも関わらず十分に利用されてい

ないため、必要な人が安心して制度を利用できる体制を構築することが重要である。 

 

⑴ 成年後見制度の啓発と利用促進 

成年後見制度は、制度内容や利用意義の理解が十分に進んでいないため、活用さ

れにくい傾向にある。制度利用が促進されない実態を把握し、地域の実情に即した

理解啓発等の利用促進を図る必要がある。 
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第３章 地域生活の継続の支援 

 

障害のある人もない人も地域で共に働き共に暮らしていく社会をつくるためには、障

害者が自ら必要なサービスを選択し、主体性を持って生活を送れるようにしなければな

らない。そのためには、地域の人々の理解のもとで生活し、相談支援機関の重層的な連

携と質の高い必要な量のサービス提供が必要となる。 

 

１ 地域における生活の維持及び継続の支援 

 

⑴ 地域共生社会の実現に向けた取り組み 

区では、高齢者、障害者、子育て世帯など、区民の誰もが尊厳を保ち、可能な限

り住み慣れた地域で最後まで暮らし続けることができるよう、住まい、健康づくり、

予防、見守り、介護、生活支援、医療等が提供されるしくみとして、「中野区地域

包括ケアシステム」の構築を進めており、障害者については平成 30年度に関係団体

とともに「中野区地域包括ケアシステム推進プラン*52」の見直しを行い、平成 31年

度に実施の予定である。 

 

⑵ 基幹相談支援センター*7機能の充実 

平成 28年に南部すこやか障害者相談支援事業所が開設され、区内 4圏域の障害者

相談支援の拠点整備が完了した。 

基幹相談支援センター機能を持つ障害福祉分野は、4か所のすこやか障害者相談支

援事業所に加えて、委託相談支援事業所の精神障害者地域生活支援センター「せせ

らぎ」や障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」、その他民間の相談支援事業

所など関係機関との連携を強化し、各相談支援機関への指導・助言、人材育成等を

担っていく必要がある。 

 

⑶ 相談支援の質の向上 

① 相談支援体制の拡充 

平成 27年度から障害福祉サービスを利用する際にはサービス等利用計画*20の作成

が必須化された。区のサービス等利用計画の作成率は平成 28年度末現在で 94％

（1,573人）であるが、この内セルフプランは 14％（218人）を占めている。 

セルフプラン*41は、モニタリング*69が行われずきめ細やかな継続的支援が行われ

ない恐れがあるため、計画相談の利用を促す必要があり、セルフプランの 7割を占

める視覚障害者と区外の日中活動系サービスを利用する精神障害者に対して、計画

相談を提供できる相談支援体制を整備することが求められる。 

また、サービス等利用計画の作成を進めるため、区では、居宅サービス*10はすこ

やか障害者相談支援事業所、居住サービス*9や日中活動サービス*57などは、その他の

指定特定相談支援事業所*23で作成することとし、計画相談の体制整備を図ってきた。 

今後、利用者が自らの意思で相談支援事業所を選択し利用できるように、引き続
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き相談支援事業所ならびに相談支援専門員*42の確保を図っていかなければならない。 

  

② 相談支援やサービス等利用計画の質の向上 

相談支援事業所によりサービス等利用計画の内容やモニタリング期間にバラつき

があったり、サービス担当者会議が開催されていない状況があり、計画相談支援*13

の質の向上を図る必要がある。国が「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支

援ガイドライン」を作成したことを踏まえ、区は、自己決定に困難を抱える障害者

が、日常生活や社会生活に関して自らの意思で生活を送ることが可能となるよう、

本人の意思の確認や意思及び選好の推定、最善の利益の検討のための支援を行うと

共に、相談支援事業者に対して意思決定支援に対する知識や技術向上の取り組みを

行うことが重要である。 

 

③ 専門相談の拡充 

障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」において、高次脳機能障害*14及び発

達障害*62の専門相談を開設し、本人及び家族への相談支援を行っている。 

ア 高次脳機能障害者への支援 

高次脳機能障害のある人が、地域で特性を踏まえた支援が受けられるように、

支援者に対する研修や区民への啓発を通して、高次脳機能障害に対する理解を

促進していくべきである。 

また、高次脳機能障害コーディネーター*15による家族会支援など当事者活動

の支援も併せて推進していく必要がある。 

イ 発達障害者への支援 

発達障害者への支援の推進に向けて、子育て支援分野を中心に療育機関や障

害者地域自立生活支援センター「つむぎ」と連携を図り、特別支援学校高等部

卒業時などライフステージ*72の移行期等の支援を充実させる必要がある。 

また、区民から見て分かりやすい相談機関の周知やペアレントメンター*65の

推進など、児童福祉所管と障害福祉所管の調整を図り発達障害者支援施策を推

進するべきである。 

 

 ⑷ 障害福祉サービスの提供 

居宅サービスを利用する上で必要になる障害支援区分の認定者数は年々増加して

おり、居宅サービスを利用して地域で生活する方は増加している。また、日中活動

サービス利用者も増加しており、地域で生活する上で障害福祉サービスを継続して

利用する環境は整ってきている。 

障害者総合支援法の改正により平成 30年度から、一人暮らしを希望する知的・精

神障害者を支援する「自立生活援助」と、就労者の課題解決を支援する「就労定着

支援」が開始される。国の動向を注視しつつ来年度の施行に向けて着実に準備を進

める必要がある。 
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⑸ 地域生活支援事業*46の実施 

① 移動支援事業 

移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者に外出のための支援を行うサービ

スであり、社会参加のためになくてはならないサービスであるが、利用率（利用者

数／決定者数）は 61％と少ない。ヘルパー不足によって希望する時間帯に利用がで

きないことや通学・通所・通勤などの利用用途による制限があることが移動支援を

十分に活用できない要因であるとの声もあり、検討をする必要がある。 

 

② 意思疎通支援事業*1 

区は、聴覚障害、言語障害のある人の社会活動を促進するため、手話通訳者及び

手話のできる区民を養成する「手話通訳者等養成事業」を実施し、手話通訳者、及

び要約筆記者*71を派遣する事業を実施している。 

社会の中で手話ができる人を増やしていくことが求められており、今後さらに手

話のできる区民及び手話通訳者を養成していくことが重要である。 

 

２ 多様化するニーズへの対応 

 

 ⑴ 高齢障害者への支援 

障害福祉サービス利用者中、身体障害者手帳所持者の 6割以上が 65歳以上であり、

また、3割は介護保険利用者であることから、介護保険サービスへの移行や障害福祉

サービスの上乗せなど介護保険との利用調整が必要になる。 

介護保険へのスムーズな移行を支援する仕組みづくりや移行時あるいは移行後に

相談支援事業者とケアマネジャーが連携する体制をつくる必要がある。 

また、介護保険事業所*4や今後新たな事業形態として期待される共生型サービス*8

事業所等を活用し、高齢障害者のニーズに応じた支援をすることが重要である。 

 

⑵ 重症心身障害児（者）*31在宅レスパイト事業 

在宅生活を送っている医療的ケア*3の必要な重症心身障害児（者）等に対して、訪

問看護師が自宅で家族の代わりに医療的ケアを行うことで、家族の一時休息（レス

パイト）を図ることができる。平成 28年度に開始した事業であるが、今後はさらに

利用者の声を反映した施策展開を図っていくべきである。 

 

⑶ 日中活動へのニーズの変化 

共働き世帯が多くなり、特別支援学校生徒等の放課後等デイサービス*66利用（13

時から 17時頃）が急増している。しかし、特別支援学校を卒業して日中活動サービ

スを利用すると 16時頃に帰宅することになり、帰宅後の支援者が不在になってしま

う。日中活動後の居場所についてのニーズを把握し、日中活動後の支援について検

討していく必要がある。 
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⑷ 難病患者の障害福祉サービスの利用促進に向けた周知 

平成 25年の障害者総合支援法の施行により、身体・知的・精神障害に加えて難病
*56等も障害として位置づけられ、障害者手帳の有無にかかわらず障害福祉サービス

の利用が可能となった。難病等の対象疾患は平成 29年 4月現在 358疾患に拡大した

が、障害福祉サービスの利用者は少ない。難病患者が円滑に障害福祉サービスを受

けることができるよう、対象となる疾患名や障害福祉サービスの利用について案内

をするリーフレット等を医療機関や関係機関に置いて一層の周知を図るとともに、

必要な情報提供を行うことが求められる。また、障害者総合支援法、介護保険法、

難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）、身体障害者福祉法など利用で

きるサービスが多岐にわたることから、保健・医療・福祉等関係機関の連携強化が

必要である。 

 

⑸ 福祉人材の育成 

平成 18年の障害者自立支援法施行及び平成 24年の児童福祉法改正以降、区内の

障害福祉サービス事業所は精神障害者を対象とした就労継続支援事業所*29など新た

に 6事業所が新規開設、また、児童通所関係事業所にあっては児童発達支援 9事業

所、放課後等デイサービス 18事業所（児童発達支援事業所*25併設 6事業所を含む）

となり、新規事業所開設が急増した。事業所開設や事業拡大に伴い福祉人材の育成

が課題となっており、確保した人材の定着も併せて進めていくことが重要である。 

福祉人材の育成については、各事業所において介護福祉士*5や社会福祉士*28等の資

格保持者が増加しているが、資格取得後に体系的な教育が行われていない場合が多

い。地域包括ケアシステムを推進していくためにも、福祉職員が地域との関わりを

持ち、福祉職場で蓄積された知見を地域に還元し地域力を高めていく必要がある。 

区は、日中活動事業所の職員を中心に職層別の人材育成研修を予定しているが、

人材の確保、定着、スキルアップ、地域包括ケアシステムの実現のための人材の活

用と体系的な福祉職員の人材のあり方を検討し進めていく必要がある。 
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第４章 入所等からの地域移行 

 

 障害者が住み慣れた地域で安心し自立した生活を送るためには、地域生活への移行を

促進する支援体制、地域定着を包括的に支える体制の整備が必要となる。 

 また、地域生活の移行支援は、入所施設*58や精神科病院からグループホーム*12への移

行促進にとどまらず、一般住宅への移行も視野に入れて取り組むことが求められる。 

 

１ 入所施設からの地域生活への移行 

 

⑴ 入所施設からの地域生活への移行 

   入所施設からの地域移行者は、直近 3年間で 5人（施設入所者全体の 2.6％）と移

行率が低い状況が続いている。また、施設入所者の入所先は、区外・都外施設が圧

倒的に多く、利用者との連絡の取りづらさ等から具体的な支援が行いにくい状況に

ある。 

   今後、施設入所者のニーズ把握や施設職員との連携を取り、区内等への地域移行

を進める必要がある。 

 

２ 精神科病院からの地域生活への移行 

 

⑴ 長期入院者の地域移行・地域生活を支える相談支援体制の強化 

精神障害者の地域移行を促進するためには、長期入院者の退院支援と併せて、入

院が長期化する前に、円滑な退院に向けた支援につなげる取り組みが必要である。 

長期入院者に対しては、精神障害者地域生活支援センター「せせらぎ」による地

域移行支援のほか、生活保護受給者を対象とした退院促進事業、東京都精神障害者

地域移行体制整備支援事業*49、すこやか福祉センター*39により、退院支援を行ってい

る。今後、地域移行支援に関わる関係機関が情報共有など連携を強化し、精神科病

院からの地域生活への移行を促進していく必要がある。 

 

⑵ 地域生活の体験機会の提供 

住み慣れた地域で安心し自立した生活を送るためには、地域生活を体験する機会

が求められる。グループホームの体験等により、一人ひとりの適正に応じた地域移

行の支援を促進する必要がある。 

 

⑶ 精神障害者に対応した地域包括ケアシステムの構築 

   国の基本指針により、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らし

をすることができるよう、精神障害者（発達障害及び高次脳機能障害を含む）に対

応した地域包括ケアシステムの構築を進めることが求められている。 

   区は、国の基本指針を勘案しながら、「中野区地域包括ケアシステム」の構築を

進めていく必要がある。 
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３ 地域生活を支える資源の整備 

 

⑴ グループホームの整備 

知的障害者を対象とするグループホームについては、整備が進んでいるものの、

精神障害者対象のグループホームは通過型しかなく、整備状況は立ち遅れている。 

障害者が地域生活へ移行する場合や同居家族がいなくなる場合に、地域で生活を

続けていくための場としてのグループホームの整備は今後さらに進めていく必要が

ある。 

なお、グループホームの活用にあたっては、どのような方に必要とされ、何を目

的にどのようなサービスを付加し、どのような場所にいくつ必要かを検討する。ま

た、中・長期的な視点を持ちながら計画し、整備誘導していく必要がある。 

 

⑵ 地域生活支援拠点の整備 

  入所施設や精神科病院から地域生活への移行を促進するためには、障害者が退所

又は退院した後も、地域で自立した生活を継続していくための支援体制が重要であ

る。 

  現在、区有地を活用して、重度対応型の障害者グループホーム、短期入所及び地

域生活支援拠点の三つの機能を併せて整備する計画を進めている。しかし、本拠点

だけでは、区内全域において国が求める居住支援のための機能（相談支援、緊急時

の受け入れ・対応、コーディネーターの配置など地域の体制づくり等）を満たすこ

とは難しい。区における地域生活支援拠点の整備は、多機能拠点整備型と面的整備

型を合わせた複合型の構築を目指すべきであり、基幹型相談支援センター、各すこ

やか福祉センターなどの相談支援機関等と社会資源との連携を強化する必要がある。 
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第５章 障害者の就労と理解促進 

 

 障害者が地域で自立した生活を送るためには、企業就労や障害者就労支援事業所*34 に

おける工賃の向上による経済的な基盤を確立していく必要がある。 

働く機会を拡大するとともに、安心して働き続けられるよう支援を提供し、また、地

域社会の中で障害者への理解を進めることにより、障害者が当たり前に働ける社会を実

現していくことが求められる。 

  

１ 企業就労に向けた支援 

 

区は、障害者の就労を促進するため、就労を希望する障害のある区民に対して就労支

援を行い、就職後には本人及び事業者への定着支援*48を行っている。 

近年、就労支援センター*30の支援による企業就労者数は 60名程度で推移している。区

内の障害者就労支援事業所等と連携し、福祉的就労から企業就労への移行を図っている

が、より一層の連携強化が求められる。 

 

⑴ 身近な地域での雇用の場の確保 

区は、就労・雇用促進事業の取り組みとして、区内の民間企業等における障害者

の職場開拓を進め、また、事業協同組合（特定組合等）*21 への支援を行い、障害者

の雇用の場の確保に努めてきた。 

改正障害者雇用促進法により、平成 30年度から法定雇用率の算定基礎に精神障害

者が加わり、法定雇用率が引き上げられることになり、今後、精神障害者の雇用が

さらに促進されることが見込まれる。 

身近な地域で就労ができるよう、区内の民間企業での企業実習の機会を増やし、

就労体験先の企業がそのまま雇用に繋がるような取り組みを行い、雇用の場の確保

と就労者数の増加を図る必要がある。 

 

⑵ 就労定着支援の充実 

平成 30年 4月から、障害者就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、就労定着

に向けた支援を行う新たなサービス「就労定着支援」が開始される。在職障害者へ

の課題解決を支援するサービスの提供を行うことが求められる。 

特に精神障害のある方の一般就労及び就労の継続には、日常生活の安定が不可欠

であることから、精神障害者に対する定着支援を強化する必要がある。 

 

⑶ 職場における障害者理解の促進 

   障害者が安心して働き続けるためには、採用する企業側が障害特性を理解し、適

切な合理的配慮の提供することが重要である。 

区は、障害者の就労等における差別の解消を社会全体に浸透させる取り組みをさら

に進める必要がある。 
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 ⑷ 特別支援学校・障害者就労支援事業所との連携強化 

   福祉的就労から企業就労の関心が高まるなか、働く意欲のある障害者を増やして

いくには、特別支援学校と連携し、在学中からの早期支援を実施し、ライフステ

ージの移行期から継続的に就労支援を行うことが重要である。 

   また、障害者就労支援事業所と連携し、就労支援施設への移行後も円滑に企業就

労ができるよう就労希望者の把握に努め、施設職員の支援力を強化していく必要

がある。 

 

⑸ 精神障害者への就労支援の強化 

   就労支援センターにおける精神障害者の就労相談件数が年々増加している。精神

障害者には、精神通院医療の利用者、発達障害、高次脳機能障害等で手帳を取得し

ていない方も含まれており、それぞれの障害特性に応じた相談支援の強化が求めら

れる。 

 

２ 障害者就労支援事業所における工賃の向上 

 

 区内の障害者就労継続支援 B 型事業所の平均工賃月額は約 1 万 7 千円程度で推移して

おり、東京都平均の約 1 万 5 千円を上回っている状況であるものの、企業就労に至らな

い障害者が地域において自立した生活を送るためには、さらなる工賃の向上が必要であ

る。 

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（以下、「障

害者優先調達推進法」という。）」が施行されたことから、官公需を適切に障害者就労支

援事業所への発注につなげることが求められる。 

また、各障害者就労支援事業所の特色を活かした取り組みを推進することが重要であ

る。 

 

⑴ 区役所業務の発注促進 

   区は平成 22年度から障害者就労支援事業所等に優先的に発注を進めることを定め

た中野区障害者就労施設等役務等調達促進要綱を制定し、業務の切り出しを進めて

いる。今後も継続的な発注に努めると共に、新たに発生した業務について、可能な

限り障害者就労支援事業所へ発注するよう取り組む必要がある。 

 

⑵ 安定的な受注の確保 

   障害者就労支援事業所における工賃を向上させるためには、安定的な受注の確保

が重要である。 

   区は、平成 23 年度から民間からの受注を促進するため、専属の受注開拓員を確保

し受注を行う共同受注促進事業を開始し、単独の施設では受注の難しい業務量の大

きな仕事を、一括受注し各施設に分配することにより、障害者就労支援事業所で働

く障害者の工賃向上に取り組んでいる。 

   作業の難易度の高い業務は、作業できる施設が限られるため、共同受注促進事業
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を活用した各施設の受注量に差が生じてしまう。 

共同受注促進事業により各事業所の作業技術に合わせた受注を促進させる一方で、

各事業所の作業技術を向上させる支援が求められる。 

 

⑶ 各障害者就労支援事業所の自主生産品の販路拡大に向けた支援 

   各障害者就労支援事業所の特色を活かした自主生産品の販売機会を増やすことを

目的とし、区役所を活用した販売会を定期的に実施している。 

各障害者就労支援事業所の自主生産品の販路拡大をさらに進めるためには、地域

における障害者理解の促進を進め、地域の商店街などに販売場所の提供を求めてい

くことや地域の祭り等を活用し販売機会を増やしていく必要がある。 
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 障害児施策  

第６章 関係機関と連携した切れ目のない一貫した支援体制 

  

障害や発達に課題のある子どもが地域で健やかに成長するためには、身近な地域で必

要な支援を受け、安心して生活できる環境が整っていなければならない。そのためには、

ライフステージに沿って、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関

が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制が必要である。 

 

１ 早い段階からの気づきと支援 

  

障害の有無に関わらず、乳幼児期から成人期までにライフステージと子どもの発達は

短期間で著しく変化する。併せて、保護者や家族もその環境変化を受け、子どもや保護

者、家族に関わる機関も多岐にわたる。 

将来の自立を見据え、効果的な支援へつなぐことができるよう、保護者が子どもの発

達について早い段階で気づくことが大切である。また、保護者の早い段階での気づきに

つながるための環境の整備が必要である。 

 

⑴ 保護者の気づきを促す支援 

   区では、すこやか福祉センターを中心に、妊娠期から子育て相談*17・発達支援相談
*59・養育支援相談*70等を実施している。子育ての不安や発達が気になる等の段階から、

身近な地域で気軽に相談につながることができる取り組みが必要である。保護者や

家族が早い段階から子どもの発達特性に気づくことができるよう、子どもの障害や

発達特性に関する知識や理解等のための情報提供や相談支援が必要である。 

 

⑵ 気づきの段階からの支援 

   気づきの段階からの支援は、保護者や家族が感じている子どもの発達への理解に

対して、十分な配慮が不可欠である。保護者や家族が子どもの障害特性を理解し受

容するためのフォローアップや支援体制を整備し、保護者の理解に基づいて早期か

ら適切な支援につなげることが必要である。また、保護者が適切な支援を選択する

ことができるための環境整備も必要である。あわせて、気づきの段階から支援につ

なげるために、すこやか福祉センター等関係者の専門性を高めていく必要がある。 

 

２ ライフステージに応じた切れ目のない支援 

 

障害や発達に課題のある子どもとその保護者や家族が適切な支援を受けながら、地域

の中で生活し続けることができる共生社会を築くことが重要である。そのためには、乳

幼児期から学齢期、成人期などそれぞれのライフステージにおいて、関係機関が密に連

携を図りながら、一貫した切れ目のない支援を行うことが重要である。 
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⑴ 切れ目のない一貫した支援 

   就園、就学、卒業等、ライフステージの節目の際に、支援の一貫性が途切れてし

まわないよう、区では申し送り（移行支援）＊68を実施している。早期からの一貫し

た支援を継続して行っていくためには、申し送り（移行支援）の時期の拡充やサポ

ートファイル*19の積極的な活用等を図る必要がある。 

   また、早期からつながった一貫した支援が、中学校卒業後や成人期への移行の際

にも継続できるよう、地域の中で先を見通した一貫した支援体制の構築を進める必

要がある。 

 

⑵ 関係機関の連携による支援 

   子どもは、ライフステージごとに、主となる関係機関や支援者が変化する。子ど

もの発達状況に応じて、保健・医療・福祉・教育・就労など、様々な関係者が連携

をし、必要十分な支援を行うことが重要である。そのためには、関係機関が子ども

の情報の共有や支援の目指すべき方向性を確認するための連携会議等を有益なもの

としていく必要がある。 

   また、就園や就学、学校卒業にあたり、個々の子どもにとって最適な支援につな

がるための相談支援の仕組みの整備や機能強化を図っていく必要がある。 

   そして、ライフステージの節目ごとにつながった支援をアセスメントし、継続的

かつ総合的に支援をしていく幅広い相談支援体制が必要である。 

 

３ 保護者・家族への支援 

 

子どもは家族の中で育ち、子どもにとって最も大きな影響を与える保護者や家族への

支援は不可欠である。特に、障害特性や発達課題を受け入れるまでの過程においては、

不安感が高まっているため、十分な配慮と保護者の気持ちに寄り添う支援が必要である。 

 

⑴ 保護者・家族支援の充実 

   子どもの発達に不安を抱える保護者に対し、すこやか福祉センターにおいて、発

達相談や発達支援グループ事業*60を実施している。身近な地域で、子どもの発達状

況を正しく理解し、子どもに適切に対応できるような支援が必要である。また、保

護者や家族が地域で孤立することがないように、また、情報の収集ができるよう、

保護者同士がつながることができる取り組みも必要である。 

 

⑵ 家族活動の取り組み 

   子どもの保護者や家族が抱える悩みや不安について、情報交換を行う等、自助活

動グループ*22に対する支援やペアレントメンターの活用等の取り組みを進めていく

必要がある。 
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 ⑶ 保護者のレスパイト等の支援 

   障害のある子どもの保護者が日常の介護等から離れ、保護者自身がリフレッシュ

して子どもと向き合えることができるよう、子どもの日々のケアを一時的に代行す

るなどの支援を行っていく必要がある。 
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第７章 子どもの発達支援に係る専門的な支援の充実と質の向上 

 

障害児やその家族に対し、身近な地域で質の高い専門的な発達支援を行うため、児童

発達支援センター*26の設置等や医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置等、

地域の重層的な支援体制の構築が求められている。 

 

１ 障害児通所支援事業者の質の向上 

 

障害児通所支援の利用者は依然増加傾向にあり、障害や発達の課題も様々で、必要と

される支援は多岐にわたる。サービス提供事業所数も増加しているが、支援の具体的な

方法や内容も多様である。障害児通支援事業所において、子どもの障害や特性に応じた

有効な支援、保護者・家族への支援、質の確保がなされ、専門的な支援を適切に提供で

きるよう支援の質の向上が求められている。 

 

⑴ 障害児支援の質の確保 

   障害児通所支援事業所は、平成 24年の児童福祉法改正後、区内及び近隣区におい

ても増加し続けており、量的な拡大をしているが、発達支援の技術が十分でない事

業所があるとの指摘もある。平成 29年 4月には厚生労働省令の改正等により児童発

達支援管理責任者*24の資格要件の見直しや、放課後等デイサービス事業所の人員配

置基準の見直し等が施行されたところである。 

   障害児通所支援事業者の知識や技術の向上のための専門研修の機会の確保や事例

検討会等、事業者の支援の質の向上の取り組みが必要である。また、地域の事業者

に対する技術的支援や援助等が実行できる体制整備が必要である。 

 

⑵ 障害児通所支援事業者の質の評価 

   平成 29年 4月施行の基準省令の改正により、放課後等デイサービスガイドライン

の遵守や、自己評価結果の公表が義務化された。また、平成 29年 7月には児童発達

支援ガイドラインの策定もなされ、障害児通所支援が提供すべき支援の内容が示さ

れるとともに、自己評価結果が外部からも確認できる形となっている。 

   今後は、ガイドライン等の活用により、障害児通所支援事業者の発達支援の内容

の質の評価をする仕組みを構築していく必要がある。 

 

２ 障害児相談支援事業所の整備と体制構築 

 

障害者自立支援法及び児童福祉法の改正に伴い、平成 24年 4月から相談支援の充実が

図られ、障害児についても、新たに障害児相談支援*36が児童福祉法に位置付けられた。

平成 27年 4月からは障害児通所支援を利用する全ての子どもについて、障害児支援利用

計画*35を作成することとなった。 

関係機関が連携して適切な支援をしていくためには、専門性を持った障害児相談支援
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事業者*37が障害児支援利用計画を作成する必要がある。 

障害児相談支援事業者は、障害児支援利用計画の作成を行うが、障害受容に揺れる保

護者や家族に寄り添ったり、母子保健や医療機関、保育所や学校等関係機関と連携して

いく必要がある。そのため、身近な地域の実情を知った専門的な障害児相談支援事業者

の体制整備が求められている。 

 

⑴ 障害児相談支援事業所の整備 

   区では、平成 27年度以降、障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画

の作成件数が徐々に増加しているものの、平成 29年 6月現在、セルフプランによる

計画の作成件数が全支給決定者の約 4割程度となっている。この背景には、障害児

相談支援事業者の不足があげられる。 

   障害や発達に課題のある子どもや保護者に対する地域の相談支援体制と役割を明

確にし、相談支援事業者や相談支援専門員の数を増やしていく必要がある。 

 

⑵ 地域での人材育成とスキルアップの仕組み作り 

   障害児相談支援事業者の参入が消極的である要因として、経営面での事業運営の

難しさと人材面での専門性を持つ人材確保の難しさを指摘する声が多い。 

   障害や発達に課題のある児童についての十分な知識や経験を有する相談支援専門

員は少ないため、人材育成のための研修と子どもの相談支援における専門性の確保

のための取り組みが必要である。基幹相談支援センター（障害福祉分野）や療育の

専門機関のノウハウ、中野区障害者自立支援協議会*53等を活用し、子どもの相談支

援に必要な知識やスキルを身につけるための具体的な方策を検討すべきである。 

 

３ 重層的な地域支援体制の構築 

 

障害児福祉計画に係る基本指針において、児童発達支援センターを中核とした重層的

な地域支援体制の構築を目指すため、平成 32年度末までに、児童発達支援センターを各

市町村に少なくとも１か所以上設置することを基本とするとされている。 

障害や発達に課題のある子どもへの地域支援の推進を図るために、地域における関係

機関の役割分担を明確にし、十分な連携が確保された重層的な支援体制の構築が求めら

れている。 

 

⑴ 児童発達支援センターの設置の考え方 

   区では、地域における保健福祉の総合支援体制の中核を担うすこやか福祉センタ

ーと、子どもの療育の専門機関である療育センターアポロ園*73や療育センターゆめ

なりあ*74がある。 

   区における既存の地域支援体制の枠組みや各機能の役割を明確にし、児童発達支

援センターの役割と位置づけを検討していく必要がある。 
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 ⑵ 専門的機能を活かした地域への支援 

   子どもの療育の専門機関である療育センターアポロ園や療育センターゆめなりあ

等は、その専門的機能を活かし、地域の保育所・幼稚園等や学校等、地域への専門

的な助言・支援の実施や、障害理解を深めるための活動等、支援の充実を図ってい

く必要がある。 

 

⑶ 全体をつなぐ役割と機能の明確化 

   ライフステージに沿って多数の関係者が連携して支援をする上で、中心となって

支援をつなぐキーパーソンが必要である。区では身近な地域のすこやか福祉センタ

ーが中心となって関係者をつなぎ継続的に支援を実施している。 

   それぞれのライフステージにおいて、様々な関係機関が各々の役割を確認し、専

門性を高めながら、子どもや保護者にとって有効な支援につないでいくことが重要

である。 

   また、ライフステージをつなぐ支援と関係者・関係機関をつなぐ支援が有効に機

能するよう全体をつなぐ核となる支援者を中心とした支援体制の整備が必要である。 

 

４ 医療的ケア児への支援 

 

平成 28年の児童福祉法の改正により、医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受け

られるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとするとされ

た。また、障害児福祉計画に係る基本指針においては、医療的ケア児が必要な支援を受

けられるよう、平成 30年度末までに、各市町村において、保健、医療、障害福祉、保健、

教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本とするとされてい

る。 

 

⑴ 医療的ケア児の受け入れ促進 

   区では、区立障害児通所支援施設において、看護師の配置等により医療的ケアの

ある子どもも支援できる体制をとっている。また、平成 29年度より居宅型訪問保育

事業*11の開始、平成 29年度には重症心身障害児者レスパイト事業の対象児に医療的

ケア児への拡大がなされた。 

保育所・幼稚園等や学校等、子育て支援施策においても医療的ケア児を受けるこ

とができるよう受入の在り方を検討していく必要がある。 

 

⑵ 地域における十分な関係機関の連携体制 

   医療的ケアが必要な子どもは、医療機関、訪問看護、障害福祉サービス事業者、

障害児通所支援事業者、保育、教育等、多くの支援機関が関係していることが多い。

そのため、多様な関係機関が医療的ケアのある子どもについての情報や支援内容を

共有し、連携することが重要である。そのための関係機関の協議の場の設定やコー

ディネーター等の配置を進めるための具体的な方策について検討が必要である。 
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第８章 地域社会への参加や包容の推進 

 

障害の有無に関わらず地域で共に成長し生活していくためには、地域社会への参加や

包容（インクルージョン）を推進していくことが重要である。 

そのためには、一人ひとりの子どもの状況に応じた必要な支援を受けられるような体

制の整備と、地域の障害理解や合理的配慮の促進が必要である。 

 

１ 地域生活における支援の充実 

 

障害児福祉計画に係る基本指針の基本的理念では、地域共生社会の実現に向けた取り

組み等を計画的に推進するとされている。地域共生社会の実現には、障害や発達に課題

のある子どもが他の子どもと同じライフステージで地域で生活が送れるよう、継続的・

総合的な支援が必要である。 

障害や発達に課題のある子どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推

進するためには、子ども・子育て支援法*18に定める子育て支援施策と児童福祉法に定め

る障害児支援施策とが連携を図りながら、一体的な支援の実施体制を構築することが求

められている。 

 

⑴ 一般施策*2での受け入れ体制の促進 

   区では、これまでも保育所や学童クラブ等の一般施策としての子育て支援施策に

おいても、障害や発達に課題のある児童の受け入れをしている。しかし、障害や発

達に課題のある児童は増加傾向にあり、全ての子どもが身近な地域で共に育つこと

ができるよう、一般施策での受け入れの拡充を進めていく必要がある。そのために

は、受け入れのための量的拡充と職員の知識・技術等の質的確保が必要である。 

 

⑵ 特別支援教育*50の体制整備 

   区では、地域で共に学び成長していくことを目指し、副籍制度*63の実施や学校へ

の介助員*6の配置の他、平成 28年度には小学校全校に特別支援教室*51を導入した。 

   今後は、全中学校への特別支援教室の導入をはじめ、巡回拠点校*32の適正配置を

進めるなど、支援が必要な児童・生徒一人ひとりに応じた教育環境を整備していく

必要がある。 

   また、障害の有無に関わらず全ての子どもたちが、できるだけ同じ場で共に学び、

必要十分な教育を受けられるようにする必要がある。さらに、全ての教員、児童や

保護者等が障害の特性や特別支援教育の目的、支援内容等の理解が深まるような取

り組みが必要である。 

 

⑶ 専門機関による後方支援の充実 

   障害や発達に課題のある児童に対する支援は、一般施策と専門施策*2に大別される。

障害児通所支援等の専門機関は一般施策をバックアップする後方支援として位置付
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けられている。 

   区では、療育センターアポロ園やゆめなりあにより保育所・幼稚園等への巡回訪

問*33を実施している。今後は、一般施策における障害や発達に課題のある児童の受

け入れ促進とともに、専門的な知識・経験を活かした巡回訪問の強化と拡充をして

いく必要がある。 

   また、保育所・幼稚園等、学校、学童クラブ等日常生活に関わる職員が、子ども

の障害特性や発達課題を正しく理解し、適切な配慮や支援の実施につながるよう専

門機関による助言等の支援や研修等の取り組みにより地域の支援力の向上に努めて

いく必要がある。 

 

２ 地域社会の障害理解や啓発 

 

障害児福祉計画の基本指針において、共生社会を実現するためには、日常生活や社会

生活における障害者等の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り

除くことが重要であるとされている。 

  

⑴ 地域社会に対する障害理解の促進 

   区では、以前より「発達支援相談ハンドブック*61」の配布や関係職員への研修や区

民を対象とした公開講座等を実施している。また、障害者差別解消法の施行に伴い、

中野区障害者対応基本マニュアルの作成や職員研修、区民向け啓発事業の実施等を

行っている。 

障害、特に発達障害という言葉については、一定程度、地域社会において認知さ

れるようになってきた。今後は、地域で共に生活していくために、障害者差別解消

支援地域協議会＊54との連携等により、地域社会が子どもの障害や発達特性の理解を

深め、具体的な配慮や支援が実行できるための取り組みを進めていく必要がある。 
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 用語説明  

 

1 意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、

意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通

訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者

の意思疎通の円滑化を支援する事業。 

2 一般施策と専門施策 

障害児に対する支援について、全ての子どもを対象と

する施策（一般施策）と障害児を対象とする専門的な

支援施策（専門施策）に大別される。 

3 医療的ケア 

①人工呼吸器管理（毎日行う機械的気道加圧を要する

カフマシン・NIPPV・CPAP含む） 

②気管内挿管、気管切開 

③鼻咽頭エアウェイ 

④酸素吸入 

⑤6回/日以上の頻回の吸引 

⑥ネブライザー6回/日以上または継続使用 

⑦中心静脈栄養（IVH） 

⑧経管（経鼻・胃ろう含む） 

⑨腸ろう・腸管栄養 

⑩継続する透析（腹膜灌流を含む） 

⑪定期導尿（3回/日以上）・人工膀胱 

⑫人工肛門 

4 介護保険事業所 

介護保険法に基づき、自宅における生活支援、日帰り

で通う機能訓練・デイサービス及び施設における入所

（入居）支援などのサービスを提供する事業所。 

5 介護福祉士 

社会福祉士及び介護福祉士法により定められた介護・

福祉分野の国家資格。身体上又は精神上の障害がある

ことにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、

心身の状況に応じた介護を行い、また、その者及びそ

の介護者に対して介護に関する指導を行う。 

6 介助員 

各学校等において障害のある児童・生徒の介助業務を

行う者。着替え、学習の介助、集団行動時の安全確保、

校外学習における介助などを行う。 
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7 基幹相談支援センター 

地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体

障害・知的障害・精神障害）及び成年後見制度利用支

援事業を実施する。また地域の実情に応じて、総合相

談・専門相談、地域移行・地域定着、地域の相談支援

体制の強化の取り組み、権利擁護・虐待防止を行う。 

8 共生型サービス 

障害福祉サービス事業所等であれば介護保険事業所の

指定を受けやすくする特例を設けることにより、高齢

者と障害者が同一の事業所でサービスを受けやすく

し、障害者が高齢者になった場合に馴染みの事業所を

利用し続けられるようにする仕組み。 

9 居住サービス 

障害者総合支援法に基づき、共同生活を行う住居や入

所施設において日常生活上を必要な支援を行うサービ

ス。共同生活援助、施設入所支援を指す。 

10 居宅サービス 

障害者総合支援法に基づき、自宅に居ながら日常生活

上の必要な支援を行うサービス。居宅介護、重度訪問

介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援を

指す。 

11 居宅型訪問保育事業 

障害、疾病等により、集団保育が著しく困難な乳幼児

について、保育を必要とする乳幼児の居宅において、

保育を行う事業。 

12 グループホーム 

主として夜間において、共同生活を行う住居で、入居

している障害者について相談、入浴、排せつ、又は食

事の介護その他の日常生活上の援助を行う。 

13 計画相談支援 

障害福祉サービスを利用する障害者に対し、サービス

等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを

行う等の支援。 

14 高次脳機能障害 
交通事故などで脳が損傷を受けた場合などに発生す

る、言語、記憶、及び行動などに関する障害。 

15 
高次脳機能障害コーディネー

ター 

高次脳機能障害に関する専門的知識を有し、本人又は

家族に対する支援を行う支援員。障害者地域自立生活

支援センター「つむぎ」に配置している。 
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16 合理的配慮 

障害者の権利に関する条約第 2条において定義され

る。障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的

自由を享有し、又は行使することを確保するための必

要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合にお

いて必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又

は過度の負担を課さないものをいう。 

17 子育て相談 
子どもの発達や課題、育児等について不安や心配があ

る方の相談。 

18 子ども・子育て支援法 

一人一人の子どもが健やかに成長することが出来る社

会の実現に寄与するため、子ども・子育て支援給付そ

の他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支

援をする法律。 

19 サポートファイル 

乳幼児期からの支援内容や成長過程が分かるようにす

るとともに、成長過程に応じて各関係機関が連携し、

一貫した相談・発達支援を行うために必要な情報を共

有するためのファイル。 

平成 25年度より、乳児健診の際、全員に配布している。 

20 サービス等利用計画 

障害福祉サービスを適切に利用することができるよ

う、障害者のニーズや置かれている状況などを勘案し

作成するサービスの利用計画。 

21 事業協同組合（特定組合等） 

障害者の雇用の促進等に関する法律第 45条の 3に基づ

き設置された組合。法定雇用率（法人の総従業員数に

応じて算定される障害のある従業員数の割合）の算定

において組合内で通算することができる。 

22 自助活動グループ 
何らかの生活課題や問題を抱えた人や家族が、相互に

支え合い、その問題などを乗り越えようとする小集団。 

23 指定特定相談支援事業所 

障害者等が障害福祉サービスを利用する際にサービス

等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを

行う。事業者指定は、市町村長が行う。 

24 児童発達支援管理責任者 

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する障害

児に対し、効果的かつ適切な支援を行う観点から、個

別支援計画の作成及び提供した指定障害児通所支援の

客観的な評価等を行うもの。 
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25 児童発達支援事業所 

障害や発達に課題のある未就学児を対象とし、日常生

活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集

団生活への適応訓練等を行う事業所。 

26 児童発達支援センター 

障害児への療育やその家族に対する支援を行うととも

に、その有する専門機能を活かし、地域の障害児やそ

の家族の相談支援、障害児を預かる施設への援助・助

言を行う地域の中核的な支援施設。 

27 社会的障壁 
障害者が社会的生活を営むうえで妨げとなる社会的な

制度や慣行。 

28 社会福祉士 

社会福祉士及び介護福祉士法により定められた社会福

祉業務に携わる者の国家資格。身体上もしくは精神上

に障害があること、または環境上の理由により日常生

活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応

じ、助言、指導、福祉サービスの提供する者又は医師

その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係

者との連携及び調整その他の援助を行う。 

29 就労継続支援事業所 

障害者総合支援法第 5条で定められた障害者の就労の

継続を支援する施設。通常の事業所に雇用されること

が困難な障害者について、就労の機会を提供し、知識

及び能力の向上のために必要な訓練等を行う。 

30 就労支援センター 

一般就労を希望している障害者への相談や訓練、企業

で働く障害者の職場への定着支援、企業における障害

者雇用の支援など、障害者の就労を総合的に進める機

関。 

31 重症心身障害児（者） 

重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態

にある子どもを指す。成人した重症心身障害児を含め

て重症心身障害児（者）をいう。 

32 巡回拠点校 

児童・生徒の在籍校を巡回指導する拠点となる学校。

各学校の規模、対象児数、学校間の距離、移動の利便

性等の実情を考慮して決定。 

33 巡回訪問 

障害や発達に課題のある乳幼児が在籍する保育所及び

幼稚園等へ定期的に巡回し、乳幼児等への対応方法を

職員等に対し助言する。 

34 障害者就労支援事業所 
就労移行支援、就労継続支援及び生活介護を行う事業

所。 
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35 障害児支援利用計画 

障害児通所支援を適切に利用することができるよう、

障害児の心身の状況、その置かれている環境、障害児

やその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向そ

の他の事情を勘案し、作成するサービスの利用計画。 

36 障害児相談支援 

障害児通所支援を利用する障害児に対し、障害児支援

利用計画を作成し、障害児通所支援開始後、一定期間

ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。 

37 障害児相談支援事業者 

障害児が障害児通所支援を利用する際に障害児支援利

用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う

等の支援を行う。事業者指定は、市町村長が行う。 

38 障害児通所支援 
児童発達支援、放課後等デイサービス支援及び保育所

等訪問支援をさす。 

39 すこやか福祉センター 

子ども、高齢者、障害者、妊産婦等が住み慣れた地域

で安心して暮らすことができるよう、保健、福祉及び

子育てに関する総合的な支援を行う施設。区内に 4か

所設置している。 

40 成年後見制度 

判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者、知的障害

者、精神障害者）を保護・支援するための制度。家庭

裁判所が成年後見人を選ぶ法定後見制度と自らがあら

かじめ成年後見人を選んでおく任意後見制度がある。 

41 セルフプラン 
特定相談支援事業者以外の者（家族や支援者など）が

策定したサービス等利用計画。 

42 相談支援専門員 

障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支

援を行うほか、障害児支援利用計画やサービス等利用

計画の作成を行うもの。 

43 地域移行 

障害者支援施設等に入所している方または精神科病院

に入院している障害者が、地域での生活に移行するこ

と。住居の確保や外出時の支援、障害福祉サービスの

体験的な利用などを通し、地域生活への円滑な移行を

めざす。 
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44 地域共生社会 

障害の有無や年齢等に関わらず、地域のあらゆる住民

が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、そ

れぞれに役割を持ちながら参加できる社会。 

45 地域生活支援拠点 

障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、居住支

援のための機能（相談・体験の機会・緊急時の受け入

れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を持った障害

者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制をい

う。地域生活支援拠点は、整備の類型として、多機能

拠点整備型、面的整備型、両方を組み合わせた複合型

がある。 

※多機能拠点整備型：各地域内で居住支援のための機

能を集約し、グループホーム又は障害者支援施設に付

加した拠点。 

※面的整備型：地域における複数の機関が分担して機

能を担う。 

46 地域生活支援事業 

障害のある人が、その有する能力や適性に応じて、自

立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、地域の特性や利用者の状況に応じたサービスを、

柔軟な事業形態によって効率的・効果的に実施する事

業。 

47 地域包括ケアシステム 

可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続

けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、

生活支援が一体的に提供される地域の包括的な支援・

サービス提供体制。 

48 定着支援 

就職した障害者が安心して働き続けられるよう、支援

者が職場を定期的に訪問し、職場への定着にむけた支

援を行うこと。 

49 
東京都精神障害者地域移行体

制整備支援事業 

入院患者及び精神科病院等に対して退院促進に向けた

働きかけや地域との調整を行うとともに、グループホ

ームへの体験入居や関係機関職員に対する研修を通じ

て、円滑な地域生活への移行や安定した地域生活を送

るための体制整備を進める。東京都事業。 

50 特別支援教育 

障害のある幼児・児童・生徒に対して、一人ひとりの

教育的ニーズを把握し、能力や可能性を最大限に伸長

するために適切な指導及び支援を行う。 



30 

 

51 特別支援教室 

通常の学級での学習に概ね参加でき、一部特別な支援

や指導を必要とする児童・生徒に対し、教員が巡回し

て指導を行うための教室。児童・生徒は、各在籍校で

指導を受けることができる。 

52 
中野区地域包括ケアシステム

推進プラン 

「中野区地域包括ケアシステム」の構築を推進するた

め策定された、区と関係団体等による具体的な取り組

みを示した計画。計画期間は平成 28～37年度。 

53 中野区障害者自立支援協議会 

障害者総合支援法第 89条 3に基づき、障害者等への支

援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体等に

より構成された協議会。 

54 
障害者差別解消支援地域協議

会 

障害者差別解消法第 17条において、地域における障害

者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者

差別を解消するための取り組みを効率的かつ円滑に行

うために、組織することができる会議体。 

55 中野区障害者差別解消審議会 
区の障害者差別解消の取組について、適正であったか

を審議し、意見または提案を行う区長の附属機関。 

56 難病 
症例数が少なく原因不明で治療方法が確立しておら

ず、生活面への長期にわたる支障がある疾患のこと。 

57 日中活動サービス 

障害者総合支援法に基づき、障害者の昼間の活動を支

援するサービス。生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、療養介護、児童デイサービス及び短期

入所を指す。 

58 入所施設 

障害者総合支援法第 5条で定められた障害者の生活を

支援する施設。夜間における入浴、排せつ等の介護や

日常生活上の相談支援等を行う。 

59 発達支援相談 
乳幼児期から学齢期にわたる子どもの発達に関わる相

談・支援。 

60 発達支援グループ事業 

子どもの発達上の課題により、子育てに困難、不便さ

を感じている親子への支援を目的とし、すこやか福祉

センターで実施している。 

61 発達支援相談ハンドブック 

保護者が子どもの発達の課題に気づき、支援に結びつ

くことを目的とし、発達段階に応じた発見のポイント

及び相談先等を紹介したハンドブック。新 1年生及び

小学校 4年生に配布。 
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62 発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、

学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳

機能の障害であって、その症状が通常低年齢において

発現するもの。 

63 副籍制度 

都立特別支援学校に在籍する児童・生徒のうち、原則

として希望する児童・生徒が居住する地域の小・中学

校に副次的な籍（副籍）を持ち、学校行事等様々な交

流を通じて地域とのつながりの維持・継続を図る制度。 

64 不当な差別的取り扱い 
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を

拒否、制限、条件を付す行為。 

65 ペアレントメンター 

同じ発達障害のある子どもを育てる保護者が相談相手

となること。悩みを共感し、実際の子育ての経験を通

して子どもへの関わり方などを助言することができ

る。  

66 放課後等デイサービス 

学校に就学している障害や発達に課題のある児童につ

き、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のため

に必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。 

67 法定雇用率 

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、民間企

業、国、地方公共団体が雇用しなければならないとさ

れる障害者の割合。雇用義務の対象となる障害者は、

身体障害者又は知的障害者。（精神障害者は雇用義務

の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を

雇用している場合は、雇用率に算定することができ

る。） 

68 申し送り（移行支援） 

小学校・中学校の就学児に、継続した支援が行われる

よう、これまでの発達支援の内容について、進学予定

校に引継ぎを行う。 

69 モニタリング 

サービス等利用計画が適切であるかどうか、障害福祉

サービス等の利用状況を検証し、サービス等利用計画

の見直しを行うこと。 

70 養育支援相談 
特に継続支援が必要と認められた対象者への相談・支

援。 

71 要約筆記者 

要約筆記作業（聴覚障害者への情報保障手段の一つと

して、話されている内容を要約し、文字として伝える

こと）に従事する通訳者。 
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72 ライフステージ 
人間の一生における幼少期、児童期、青年期等、それ

ぞれの段階のことをいう。 

73 療育センターアポロ園 

障害や発達上の課題のある子どもが、家庭や地域の中

でともに生活できるよう支援を行う施設。療育相談、

児童発達支援事業、保育園等巡回訪問、一時保護事業

（一時的に預かる事業）等を実施している。 

74 療育センターゆめなりあ 

障害や発達上の課題のある子どもが、家庭や地域の中

でともに生活できるよう支援を行う施設。療育相談、

児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育

園等巡回訪問、一時保護事業（一時的に預かる事業）

等を実施している。 
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《資料編》 

１ 第８期中野区健康福祉審議会 部会員名簿 

障害部会員名簿 

（敬称略） 

氏  名 団 体 等 備 考 

① 市野
い ち の

 由紀
ゆ き

 中野区福祉団体連合会  

② 伊藤
い と う

 かおり 帝京平成大学 准教授  

③ 上西
うえにし

 陽子
よ う こ

 社会福祉法人中野あいいく会  

④ 宇田
う だ

 美子
よ し こ

 相談支援事業所まっしろキャンパス  

⑤ 小澤
お ざ わ

 温
あつし

 筑波大学 教授 部会長 

⑥ 下田
し も だ

 智子
と も こ

 区民  

⑦ 田中
た な か

 政之
まさゆき

 中野区障害者福祉事業団  

⑧ 中村
なかむら

 敏彦
としひこ

 社会福祉法人東京コロニ―  

⑨ 本名
ほ ん な

 靖
やすし

 東洋大学 教授 副部会長 

⑩ 松田
ま つ だ

 和也
か ず や

 特定非営利活動法人リトルポケット  

⑪ 森本
もりもと

 紀
のり

朗
お

 区民  
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２ 配布資料一覧 

第 2回 障害部会 

資料 1   健康福祉総合推進計画について 

資料 2   中野区における障害者福祉の現状と課題 

資料 3-1   第 4期障害福祉計画 成果目標の達成状況 

資料 3-2    中野区障害福祉計画の進捗状況について 

資料 4   中野区における障害児支援の現状と課題 

資料 5-1   平成 29年度 障害福祉サービス意向調査 調査票について 

資料 5-2   障害福祉サービス意向調査≪障害者調査≫ 

資料 5-3    障害福祉サービス意向調査≪施設入所者障調査≫ 

資料 5-4    障害福祉サービス意向調査≪発達支援等調査≫ 

参考 1   第 8期中野区健康福祉審議会 委員名簿（障害部会） 

参考 2   第 8期中野区健康福祉審議会 事務局名簿（障害部会） 

参考 3   第 8期中野区健康福祉審議会 障害部会日程 

参考 4   「健康福祉都市なかの」を実現する基本計画 

    （健康福祉総合推進計画、第 6期介護保険事業計画、第 4期障害福祉計画） 

参考 5   平成 26（2014）年度 障害福祉サービス意向調査報告書 

※以後、参考 1～ 5 は、常時閲覧用机上常備資料  

 

第 3回 障害部会 

資料 1   中野区地域包括ケアシステム推進プランの概要  

資料 2   中野区における障害者就労支援の取り組み 

資料 3-1   中野区における権利擁護の取り組み 

資料 3-2   中野区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規定  

資料 3-3   中野区障害者対応基本マニュアル 

※参考 1～ 5 は、閲覧用机上常備資料  

参考 6   中野区地域包括ケアシステム推進プラン 
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※以後、参考 1～ 6 は、常時閲覧用机上常備資料  

 

第 4回 障害部会 

資料 1   障害児福祉計画策定に向けての基本的な考え方 

資料 2-1   【柱 1】関係機関と連携した切れ目のない一貫した支援体制 

資料 2-2   【柱 2】専門的な支援の充実と質の向上 

資料 2-3  【柱 3】地域社会への参加や包容（インクルージョン）の推進 

資料 3   障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するため

の基本的な指針の概要～障害児支援に係る事項～ 

資料 4-1   障害児通所支援等に係る調査（事業所調査）の実施について 

資料 4-2   障害児通所支援に係る調査（事業所調査）調査票 

資料 4-3   障害児相談支援に係る調査（事業所調査）調査票 

※参考 1～6は、閲覧用机上常備資料 

参考 7   中野区子ども・子育て支援事業計画 

 

第 5回 障害部会 

資料 1     地域生活の継続の支援について 

資料 2     入所等からの地域生活移行について 

※参考 1～6は、閲覧用机上常備資料 

 

第 6回 障害部会 

資料 1     障害福祉サービス意向調査速報集計表（障害者調査） 

資料 2     障害福祉サービス意向調査速報集計表（施設入所者調査） 

資料 3     障害福祉サービス意向調査速報集計表（発達支援等調査） 

資料 4     障害福祉計画等に対する中野区障害者自立支援協議会の意見について 

資料 5     第 8期中野区健康福祉審議会障害部会報告書（案） 

※参考 1～6は、閲覧用机上常備資料 


